
 

第５節 従事者の確保と資質向上 

 ア 特定教育・保育施設の従事者 

新たな人材確保のため、保育士養成施設に対して新規学卒者の県内の認定こ 

   ども園・保育所等への就職の働きかけを行うとともに、経験豊富な保育士人材 

の離職を防止するなど、雇用の継続により、安定した質の高い教育・保育が提 

供できるよう、処遇・待遇の改善を始めとする労働環境等の整備に向けた取り 

組みを支援します。 

また、年度途中等、必要な時に人材が確保できるよう、保育士人材に関する 

   情報を集約し、その情報を市町村等が共有する制度を整備します。 

さらに、保育士資格保有者のうち保育等に従事していない、いわゆる「潜在 

   保育士」の再就職について、対象者への情報提供や周知による人材の掘り起こ 

しに努めるとともに、市町村や関係機関等と連携しながら必要な研修を行うな 

ど、積極的に支援していきます。 

    一方、認定こども園の普及促進に合わせ、保育教諭を確保するため幼稚園教 

   諭免許及び保育資格取得に係る特別措置を周知するとともに、資格取得に係る 

経費を助成するなど、必要な支援を行います。 

加えて、保育士等の資質の向上を図るため、研修実施体制の整備を含め、現 

   場のニーズに則した重要課題に関する研修を実施するとともに、市町村や関係 

機関等が実施する研修に対して支援します。 
 

【特定教育・保育の必要見込み従事者数】 

（単位：人） 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

保 育 教 諭 １５６ ２２６ ３３９ ３６８ ４１９ 

保 育 士 ７，７１０ ７，６３７ ７，５２１ ７，４８２ ７，４２３ 

幼 稚 園 教 諭 ５２７ ５１５ ５０２ ４９６ ４８５ 

合    計 ８，３９３ ８，３７８ ８，３６２ ８，３３８ ８，３２７ 

 

 イ 地域子ども・子育て支援事業の従事者 

多様な子育てに係る事業の担い手等を確保するため、育児経験豊かな方や子 

   育に高い関心・理解を持つ方等、年齢や男女を問わず、地域における意欲ある 

人材を対象とした研修を実施し、子育て支援分野での活躍を支援します。 

特に、放課後児童クラブの従事者については、放課後児童支援員として必要 

   な基本的生活習慣の習得の援助、自立に向けた支援、家庭と連携した生活支援 

等に必要な知識・技能等を習得し、有資格者となるための研修を実施します。 


